
 

平成３０年１２月号掲載 

男女共同参画社会をつくる 

～男女共同参画に関するＱ＆Ａ～ 

 

Ｑ４７   「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が平成 30年５月 

２３日公布・施行されましたが、なぜこのような法律が必要なのか教えて頂き

たい。 

 

Ａ４７  男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指す法律です。 

      

（１）法律の概要（平成 30年 5 月２３日公布・施行） 

  



   （２）なぜこのような法律が必要なのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

出所：内閣府男女共同参画局 

政治分野における男女共同参画の 

推進が重要です。女性の参画拡大 

は、多様な民意の反映のため極め 

て重要です。我が国の政治分野に 

おける女性の参画状況は、国・地 

方ともに依然として低い水準なの 

です。 

 


